
 
 

 

一 

所
得
税
法
及
び
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

所
得
税
法
及
び
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
消
費
税
法
第
九
条
の
改
正
規
定
中
「
第
九
条
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
消
費
税
額
」
の
下
に
「
に
百
分
の
百
二 

十
五
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
」
を
「
第
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
中
消
費
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
三
条
中
消
費
税
法
第
三
十
条
第
一
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
条
第
七
項
中
「
又
は
請
求
書
等
」
を
「
及
び
請
求
書
等
（
同
項
に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
に
係
る
支
払
対
価
の
額 

 

の
合
計
額
が
少
額
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
に
つ
い
て
は
、
帳

 

 

簿
）
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
を
ロ
と
し
、
ニ
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加 

 

え
る
。 

 
 

 

ハ 

課
税
貨
物
の
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額 

 

第
三
条
の
う
ち
消
費
税
法
第
三
十
条
第
九
項
の
改
正
規
定
中
「
、
「
消
費
税
額
」
の
下
に
「
及
び
地
方
消
費
税
額
」
を
加 

え
、
同
項
第
二
号
ニ
中
「
及
び
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
」
を
「
並
び
に
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
」
に 



 

 
 

 

二 

改
め
、
同
号
」
を
「
加
え
、
同
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
中
消
費
税
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
並

び
に
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
四
条 

消
費
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
消
費
税
額
」
の
下
に
「
に
百
分
の
百
二
十
五
を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税
」
を
「
課
さ
れ
る
べ
き
消
費
税
額
及
び
当
該
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と 

し
て
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
額
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
中
「
百
分
の
三
」
を
「
百
分
の
四
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
条
第
一
項
中
「
百
三
分
の
三
」
を
「
百
五
分
の
四
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
消
費
税
額
（
」
を
「
消
費
税
額 

 

及
び
当
該
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
さ
れ
る
べ
き
地
方
消
費
税
額
（
こ
れ
ら
の
税
額
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八 

 

項
第
二
号
ハ
中
「
消
費
税
額
」
の
下
に
「
及
び
地
方
消
費
税
額
又
は
そ
の
合
計
額
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
第
一
号
ニ
中 

 

「
消
費
税
額
」
の
下
に
「
及
び
地
方
消
費
税
額
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
ニ
中
「
及
び
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
」
を
「
並 



 
 

 

三 

 
び
に
引
取
り
に
係
る
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
百
三
分
の
三
」
を
「
百
五
分
の
四
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
百
分
の
三
」
を
「
百
分
の
五
」
に
、
「
百
三
分
の
三
」
を
「
百
五
分
の
四
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
百
三
分
の
三
」
を
「
百
五
分
の
四
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
中
「
百
二
十
五
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
三
十
万 

 

円
」
を
「
二
十
四
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び 

 

第
四
項
、
第
二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
四
条
の
規
定
は
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
四
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
第 

 

二
項
、
第
八
条
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二 

 

条
並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定
は
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附
則
第
七
条
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
以
下
「
新
々
消
費
税 



 

 
 

 

四 

 
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
国
内
に
お 

 

い
て
事
業
者
が
行
う
資
産
の
譲
渡
等
及
び
新
々
消
費
税
法
適
用
日
以
後
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
う
課
税
仕
入
れ
並
び 

 

に
新
々
消
費
税
法
適
用
日
以
後
に
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ら
れ
る
外
国
貨
物
に
係
る
消
費
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
新
々
消
費 

 

税
法
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
事
業
者
が
行
っ
た
資
産
の
譲
渡
等
及
び
新
々
消
費
税
法
適
用
日
前
に
国
内
に
お
い
て
事
業 

 

者
が
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
並
び
に
新
々
消
費
税
法
適
用
日
前
に
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
っ
た
外
国
貨
物
に
係
る
消
費
税
に
つ 

 

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

附
則
第
八
条
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
九
条
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
条
第
一
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法 

（
以
下
「
旧
消
費
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
（
税
率
）
に
規
定
す
る
税
率
」
を
「
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消 

費
税
法
第
二
十
九
条
（
税
率
）
に
規
定
す
る
税
率
（
以
下
「
旧
税
率
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
適
用
日
」 

を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
平
成
九
年
四
月
三
十
日
」
を
「
平
成
十
三
年
四
月
三
十
日
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
第
二 

十
九
条
に
規
定
す
る
税
率
」
を
「
旧
税
率
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
八
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
十
二
年
十
月
一 



 
 

 

五 

日
」
に
、
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
税
率
」
を
「
旧
税
率
」 

に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
に
規
定 

す
る
税
率
」
を
「
旧
税
率
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、 

「
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
（
税
率
）
に
規
定
す
る
税
率
」
を
「
旧
税
率
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
四
条
第
一
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
（
税
率
）
に
規
定 

す
る
税
率
」
を
「
旧
税
率
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
新
消
費
税
法
」
を 

「
新
々
消
費
税
法
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
五
条
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
、
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改 

め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
七
条
第
一
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税 

法
適
用
日
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
」
を
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
消
費
税
法
（
以
下
「
旧
消
費
税
法
」
と
い 



 

 
 

 

六 

う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
中
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
、
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用 

日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
条
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
を
十
二
で
除
し
こ
れ
に
当
該
課
税
期
間
の
初
日
か
ら
平 

成
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
の
月
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
用
日
前
の
月
数
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
計
算
し 

た
金
額
と
八
万
円
を
十
二
で
除
し
こ
れ
に
当
該
課
税
期
間
の
月
数
か
ら
適
用
日
前
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し 

た
金
額
と
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
合
計
額
」
を
「
（
当
該
課
税
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
十
万
円
を 

十
二
で
除
し
、
こ
れ
に
当
該
課
税
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
と
き 

は
、
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
、
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に 

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法 

適
用
日
」
に
、
「
新
消
費
税
法
」
を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
（
税
率
）
に
規
定
す
る
税
率
」
を 

「
旧
税
率
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改
め
る
。 



 
 

 

七 

 
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
旧
消
費
税
法
第
二
十
九
条
（
税
率
）
に
規 

定
す
る
税
率
」
を
「
旧
税
率
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
、
「
新
消
費
税
法
」 

を
「
新
々
消
費
税
法
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
適
用
日
」
を
「
新
々
消
費
税
法
適
用
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
三
条
中
「
第
三
条
」
の
下
に
「
又
は
第
四
条
」
を
加
え
、
「
同
条
」
を
「
第
三
条
又
は
第
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
四
条
中
「
第
三
条
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
二
十
五
条
中
「
平
成
八
年
九
月
三
十
日
」
を
「
平
成
十
二
年
九
月
三
十
日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
十
八
条
の
う
ち
郵
便
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項 

の
改
正
規
定
中
「
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

九 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

行
財
政
改
革
等
の
状
况
及
び
経
済
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
平
成
九
年
の
消
費
税
の
税
率
の
引
上
げ
は
実
施
せ
ず
に
、
経
済
の 

活
性
化
と
経
済
構
造
の
改
革
を
推
進
し
、
あ
わ
せ
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
及
び
財
政
の
改
革
並
び
に
所
得
税
及
び
法 

人
税
そ
の
他
の
税
制
の
改
革
等
を
実
行
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
基
本
的
な
考
え
方
に 

立
っ
て
、
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
消
費
税
の
税
率
を
据
え
置
く
こ
と
と
し
、
将
来
に
お
け
る
消
費
税
の
税
率
に
つ
い 

て
は
、
社
会
保
障
等
の
費
用
の
財
源
の
確
保
の
観
点
等
を
踏
ま
え
、
か
つ
軽
減
税
率
の
採
用
を
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る 

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 
 

 

一
一 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

 

本
案
施
行
に
よ
る
減
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
二
兆
三
千
八
百
四
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


